
種 類

・　総合口座の通帳の場合は、普通預金と定期預金の両方のページのコピーが必要です。

・　通帳とは別に定期預金の証書がある場合は、そのコピーも必要です。

・　定額貯金、積立預金、貯蓄預金等の通帳や証書がある場合は、そのコピーも必要です。

・　配偶者がいる場合は、配偶者名義の通帳や証書のコピーも必要です。

・　ネット銀行等、通帳がない口座の場合は、入出金明細などを印刷して添付してください。

有 価 証 券
（ 株 式 ・ 国 債 等 ）

現金・たんす貯金

負 債
（借入金・住宅ローン）

申 請 に 必 要 な 添 付 書 類

注

意

事

項

書　　　　類　　　　の　　　　内　　　　容

被保険者本人名義の全ての通帳　（① ② ③） のコピー

①　金融機関名・店名・口座番号・名義が記載されているページ （通帳の表紙の裏面）

②　最新の残高の日付から過去２か月の取引が確認できるページ

金・銀等の貴金属

③　定期預金等のページ （全ての明細。 預入れがない場合でも、1ページ目のコピーが必要です。）預 貯 金
（ 普 通 ・ 定 期 等 ）

金銭消費貸借契約書、償還表等、負債の内容や残高がわかる書類のコピー
預貯金等の合計額から負債の額を控除します。 個人からの借入は、対象外です。

証券会社や銀行が発行した口座残高がわかる書類のコピー

銀行、信託銀行、証券会社等が発行した口座残高がわかる書類のコピー

購入先の銀行等が発行した口座残高がわかる書類のコピー

添付書類不要・自己申告

（残高が確認できる証券会社や銀行のウェブページを印刷したものでも可）

（残高が確認できる購入先の銀行等のウェブページを印刷したものでも可）

（残高が確認できる銀行、信託銀行、証券会社等のウェブページを印刷したものでも可）
投 資 信 託


